
令和元年10月1日

利用者 ①1割負担 ②食事代 ③居住費 1日にかかる目安の

負担限度額区分 （1日計算） （1日計算） （1日計算） 金額（①+②+③）

第4段階 1,380 2,260 4,259
第3段階 650 1,310 2,579
第2段階 390 820 1,829
第1段階 300 820 1,739
第4段階 1,380 2,260 4,383
第3段階 650 1,310 2,703
第2段階 390 820 1,953
第1段階 300 820 1,863
第4段階 1,380 2,260 4,437
第3段階 650 1,310 2,757
第2段階 390 820 2,007
第1段階 300 820 1,917
第4段階 1,380 2,260 4,517
第3段階 650 1,310 2,837
第2段階 390 820 2,087
第1段階 300 820 1,997
第4段階 1,380 2,260 4,601
第3段階 650 1,310 2,921
第2段階 390 820 2,171
第1段階 300 820 2,081
第4段階 1,380 2,260 4,681
第3段階 650 1,310 3,001
第2段階 390 820 2,251
第1段階 300 820 2,161
第4段階 1,380 2,260 4,759
第3段階 650 1,310 3,079
第2段階 390 820 2,329
第1段階 300 820 2,239

　　　2段階･････世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計金額が年額80万円以下の方
　　　3段階･････世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計金額が年額80万円を超える方
　　　4段階･････住民税課税世帯の方

797

要支援2

961

要介護2

1,119

要介護4

日用品利用料

　　　　　実費
（ティッシュペーパー、
歯ブラシ、歯磨き粉、
義歯安定剤、ベビーオ
イルなど）
※ご家族が用意され
る場合は費用がかか
りません。

要介護5

619

743

要介護1

短期入所生活介護利用料金（１割負担）概算表

877

要介護3

1,041

　　　1段階・・・・・高齢福祉年金受給者の方で世帯全員が住民税非課税の方、生活保護受給されている方。

※  地域加算10.55、及び介護職員処遇改善加算8.3％、特定処遇改善加算2.3％を加えております。
※　利用者負担限度額区分について

要介護度

要支援1



令和元年10月1日

利用者 ①2割負担 ②食事代 ③居住費 1日にかかる目安の

負担限度額区分 （1日計算） （1日計算） （1日計算） 金額（①+②+③）

第4段階 1,380 2,260 4,837
第3段階 650 1,310 3,157
第2段階 390 820 2,407
第1段階 300 820 2,317
第4段階 1,380 2,260 5,125
第3段階 650 1,310 3,445
第2段階 390 820 2,695
第1段階 300 820 2,605
第4段階 1,380 2,260 5,239
第3段階 650 1,310 3,559
第2段階 390 820 2,809
第1段階 300 820 2,719
第4段階 1,380 2,260 5,392
第3段階 650 1,310 3,712
第2段階 390 820 2,962
第1段階 300 820 2,872
第4段階 1,380 2,260 5,561
第3段階 650 1,310 3,881
第2段階 390 820 3,131
第1段階 300 820 3,041
第4段階 1,380 2,260 5,721
第3段階 650 1,310 4,041
第2段階 390 820 3,291
第1段階 300 820 3,201
第4段階 1,380 2,260 5,878
第3段階 650 1,310 4,198
第2段階 390 820 3,448
第1段階 300 820 3,358

　　　2段階･････世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計金額が年額80万円以下の方
　　　3段階･････世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計金額が年額80万円を超える方
　　　4段階･････住民税課税世帯の方

要介護5 2,238

※  地域加算10.55、及び介護職員処遇改善加算8.3％、特定処遇改善加算2.3％を加えております。
※　利用者負担限度額区分について
　　　1段階・・・・・高齢福祉年金受給者の方で世帯全員が住民税非課税の方、生活保護受給されている方。

1,599

要介護2 1,752

要介護3 1,921

要介護4 2,081

短期入所生活介護利用料金(２割負担）概算表

要介護度 日用品利用料

要支援1 1,197

　　　　　実費
（ティッシュペーパー、
歯ブラシ、歯磨き粉、
義歯安定剤、ベビーオ
イルなど）
※ご家族が用意され
る場合は費用がかか
りません。

要支援2 1,485

要介護1



令和元年10月1日

利用者 ①3割負担 ②食事代 ③居住費 1日にかかる目安の

負担限度額区分 （1日計算） （1日計算） （1日計算） 金額（①+②+③）

第4段階 1,380 2,260 5,435
第3段階 650 1,310 3,755
第2段階 390 820 3,005
第1段階 300 820 2,915
第4段階 1,380 2,260 5,867
第3段階 650 1,310 4,187
第2段階 390 820 3,437
第1段階 300 820 3,347
第4段階 1,380 2,260 6,030
第3段階 650 1,310 4,350
第2段階 390 820 3,600
第1段階 300 820 3,510
第4段階 1,380 2,260 6,268
第3段階 650 1,310 4,588
第2段階 390 820 3,838
第1段階 300 820 3,748
第4段階 1,380 2,260 6,520
第3段階 650 1,310 4,840
第2段階 390 820 4,090
第1段階 300 820 4,000
第4段階 1,380 2,260 6,761
第3段階 650 1,310 5,081
第2段階 390 820 4,331
第1段階 300 820 4,241
第4段階 1,380 2,260 6,995
第3段階 650 1,310 5,315
第2段階 390 820 4,565
第1段階 300 820 4,475

　　　2段階･････世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計金額が年額80万円以下の方
　　　3段階･････世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計金額が年額80万円を超える方
　　　4段階･････住民税課税世帯の方

※　利用者負担限度額区分について
　　　1段階・・・・・高齢福祉年金受給者の方で世帯全員が住民税非課税の方、生活保護受給されている方。

2,880

要介護4 3,121

要介護5 3,355

※  地域加算10.55、及び介護職員処遇改善加算8.3％、特定処遇改善加算2.3％を加えております。

要支援1 1,795

　　　　　実費
（ティッシュペーパー、
歯ブラシ、歯磨き粉、
義歯安定剤、ベビーオ
イルなど）
※ご家族が用意され
る場合は費用がかか
りません。

要支援2 2,227

要介護1 2,390

要介護2 2,628

要介護3

短期入所生活介護利用料金(３割負担）概算表

要介護度 日用品利用料


